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～改正少年法～を知る 

 来年4月から施行される、改正少年法について分かりやすく解説します 

 

 少年法とは 
 

「少年の健全育成を目的とし、少年の保護、更生を理念とし、罪を犯した少

年を罰するよりも、反省して立ち直らせることを最優先とした法律」です。 

 子どもが犯す犯罪は、大人の犯罪とは違う面があり、自分の行為の意味や結

果の予測についての判断が未熟なため、ごく普通の子どもでもその場の状況次

第で重大な犯罪になってしまうことがあります。もちろん、どんな罪も犯して良い

というわけではありませんが、子どもの場合はやったことの結果だけでなく、原因

や背景を大人以上によく考えてみる必要があります。 

 このため少年法では警察や裁判所は事件の状況や子どもの発達状態に合わ

せて扱い方を変えその子どもを罰するよりも、その子が反省して立ち直るための

工夫をしなければならないと定められています。これを少年法の保護主義、あ

るいは保護処分と呼びます。 

改正点 現行法 改正法 

法適用年齢       20歳未満 

       

      20歳未満 

 18.19歳を特定少年と位置づけ 

    

 検察官送致※の対象 
 16歳以上で故意により 

 人を死亡させた事件 

現行法の対象に加え、特定少

年が１年以上の懲役や禁錮に

該当する罪を犯した事件も対

象に追加 

加害者の氏名等の公開 
  加害者が特定される 

  情報は非公開 

原則として禁止。ただし、特定

少年が起訴された場合は公

開・報道が解禁 

（略式起訴を除く） 

少年法の改正については様々な意見があり、専門家のなかでも賛
否両論、意見が分かれているようです。 

私たちも一度、少年法改正について、深く考えてみることが大切な
のではないでしょうか。 

改正少年法のポイント 

改正少年法では、これまでどおり法適用年齢は20歳未満ですが、18～19

歳を「特定少年」に位置づけています。特定少年であっても少年法の保護

対象であることは変わりませんが、次のような改正が行われます。 

※検察官送致（逆送）とは 

・ 少年が罪を犯したときは、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が処分を決定します。 

・ 検察官送致とは、家庭裁判所が、保護観察などの保護処分ではなく、懲役や罰金など

の刑罰を科すべきと判断した場合に、事件を検察官に送るものです。 

・ 逆送された事件は、刑事裁判所に起訴され、裁判で有罪となれば刑罰が科されます。 



 7月は内閣府主唱の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。

当センターでも、この運動に呼応し、7月1日から8月31日の間に「地域の

子どもを育てる愛の一声運動」を、日頃の街頭補導活動と併せて実施し

ました。その結果をご報告いたします!! 

声かけをした人数 大船渡市合計・・・1,077名(※延べ人数) 

● 小学生合計・・・652名 (男子 : 306名 / 女子 : 346名)                                                 

● 中学生合計・・・355名 (男子 : 156名 / 女子 : 199名)                           

● 高校生合計・・・63名 (男子 : 40名 / 女子 : 23名)        

● 有・無職少年合計・・・7名 (男子 : 4名 / 女子 : 3名)  

9月5日(日)  pm1:30-3:30                                                                                                  

大船渡町防犯協会 (及川 直 班) より一部抜粋 

 9月に入り朝晩肌寒くなって半袖シャツでは寒くて長袖

のシャツが必要になりました。 

 加茂神社の周りに防犯啓発用の、のぼり旗を設置し

たらよいのではという声があって、宮司さんに相談した

ところ、神社側で神社仕様の大きいのぼり旗を作成して

いただくことになり、6日にお祓いをして港交番の所長も

来ていただき掲出する予定です。東海新報にも来てい

ただき新聞に掲載されると思います。 

 小学4年生と5年生6人が加茂公園で遊んでおりまし

た。やはり子どもが外で遊んでいる姿を見るのはいい

ですね。 

8月18日(木)  pm2:30-4:30                                                                                                 

盛町防犯協会 (寺澤いく子 班) より一部抜粋 

 コロナの急激な拡大と連日の大雨で巡回日が大幅
に変更されてのやっとの実行日でした。 

 集合場所でのサンリアの広場で巡回を終えた他の
班の方と会う。サンリア内は巡回済みとの事で街に出
る。 

 駅裏で女の子3人とおしゃべり。お友達と会える学校
が楽しみとの事だった。 

 明日から通う通学路の巡回をしようと御山下方面か
ら。館下公園で視界を遮るほどに伸びた雑草を刈っ
ている人に出会う。「明日から学校だから・・」と子ども
達を見守る市民の方がここにもいることに頭が下がる
巡回でした。 

麻薬・覚醒剤乱用防止運動が始まります 

 厚生労働省と各都道府県では、麻薬・覚醒剤などによる危害をより多くの国民

に周知し、一人一人の意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的

に、毎年１０月１日から１１月３０日までの２か月間、「麻薬・覚醒剤乱用防止運

動」を実施します。 

 近年、全国的に若者の薬物乱用による検挙数が増加しており、その中でも特に

「大麻」による２０歳未満の若者の検挙数が急増しています。その一因としてイン

ターネット等に氾濫している大麻についての間違った知識や情報が影響している

ことが考えられます。 

 青少年の薬物乱用を防ぐためには、青少年本人のみならず、周りの大人たちも

正しい情報を等しく習得していることが大切です。 

 ご希望の方には薬物乱用防止に関するパンフレット等をお配りしますので、少年

センターまでご連絡ください。 

 今年は、８月に入り新型コロナウイルス感染症感染者急拡大による「岩

手緊急事態宣言」が発令され、活動に制限がかかる中、少年補導委員

の皆様には、様々な工夫をして声かけをしていただきました。少年補導

委員の皆様、普段の街頭補導に加え、お忙しい中でのご協力大変感謝

いたします。  

 このような皆さんの活動が、少年たちの非行防止、健全育成に役立っ
ていることは間違いありません。 

 これからも心を一つにして、地域の少年のため、ひいては地域全体の、
安全で安心な暮らしのために、ご協力をお願いいたします。 

  少年補導委員の皆さん、ご協力ありがとうございました!! 


